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３　評価結果

施設の設
置目的・

概要

知的障がい児や発達障がいを持つ児童を保護し，自立生活に必要な知識や技能を身に
着けてもらうことを目的として設置された施設である。

指定管理者総括評価シート

施設名称 盛岡市立ひまわり学園 所在地 盛岡市前九年三丁目12番38号

建物・設
備の概要

鉄骨二階建，敷地面積（2，909.25㎡），建物面積（929.126㎡）
相談室，特別指導室，指導室，医務室，遊戯室，母子通園室，車庫

設
置
年
月
日

昭和49年7月1日

指定管理
者名

(社福)盛岡市社会福祉事業団 所管課名 障がい福祉課

指定期間 平成31年４月１日から令和３年３月31日まで

指定管理
業務の内
容

(1) 運営業務に関すること
(2) 施設，設備及び備品の維持管理に関すること
(3) 緊急時対策等
(4) その他必要な業務で市長が定めること。

指定管理
料（千円）

50,920
51,213

　□　指定管理者制度　　　　□　直営

理由

　障がい者福祉施設として，利用者の個々のニーズに沿った事業を展開している。
　専門的知識やノウハウが求められ，利用者の特性に応じた柔軟な対応が必要になる
ことから，市の直営は困難である。
　また，盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化計画により令和３年度に民営化となる
が，利用者と指定管理者の信頼関係が強く，管理運営方法が変わることで利用者に大
きい負担を与える可能性があるため，非公募により現指定管理者へ譲渡する。

制度導入
によって
目指す施
設の姿

公の施設の管理者として，利用者の意見の反映，個人情報の保護，地域社会で果たす役
割など市民サービスの向上や効率的運営を図る。

総合評価 AA
令和元年度

A

　指定管理者制度を継続する場合

選定方法

　　□　延長　　　□　公募　　　■　非公募
（理由：障がい者福祉施設であり，環境の激変が利用者の心理面に著しい悪影響を
及ぼす可能性があるため。）

施
設
所
管
部
の
評
価

　管理運営方法の検討

指定期間中
の導入効果
及び課題

今後の管理
運営方法

総括評価シート



※評価基準

総合評価

Ｓ

ＡＡ

Ａ

Ｂ

Ｃ

制
度
担
当
部

の
意
見

【年度評価】の全てがAA以上かつ，半分以上がＳである。

【年度評価】の全てがＡ以上である。

所在地に対
する団体の

条件
　　■　市内　　　□　制約を設けない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

管理形態 　　■　単館管理　　　□　一体管理（施設名及び理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施
設
所
管
部
の
評
価

【年度評価】にＡ以上が１つ以上含まれている。

【年度評価】にＢが２つ以上含まれている。

【年度評価】にＣが含まれている。

　今後の改善点

総括評価シート


